
プロジェクト研究規程 

 

(プロジェクト研究の目的) 

第１条 

一般社団法人 日本膵臓学会（以下、本学会）は、膵臓に関する研究を推進す

る上で、学術的に意義があり、その成果を本学会会員が幅広く共有できるプロ

ジェクト研究への助成を行い、広く我が国の医療福祉の向上発展に資すること

を目指すものである。 

 

(プロジェクト研究の申請) 

第２条 

研究の責任者は、１）研究課題名、２）研究期間、３）予算概要、４）研究組

織（共同研究者氏名等）、研究内容(目的、方法、予測される結果、波及効果

の見通し等)、５）起こり得る倫理的問題の有無、等を所定の申請書類に記入

し本学会事務局に提出する。なお、プロジェクト研究の責任者の名前で申請す

るものとする。 

 

(研究課題の審査) 

第３条 

本学会事務局は、提出のあった申請書類を膵疾患臨床研究推進委員会に送付

し、審査を付託する。採用が妥当な研究課題については、理事会に付議する。 

 

(プロジェクト研究の構成員) 

第４条 

プロジェクト研究の責任者は本学会評議員とする。 

 

(研究費の支払いと執行方法) 

第５条 

① 研究の責任者は、必要な物品の購入理由を記載した、詳しい予算見積書

を事務局に提出する。コンピューターやその周辺機器（ソフト含む）な

ど、本来研究室で備えておくべきものは認めない。学会参加にかかる交 

通費・宿泊費・参加費を予算化することは認めない。予算見積書に記載



のないもので、その後必要な経費は、事前に事務局に報告し、膵疾患臨

床研究推進委員会からの許可を得る。 

② 膵疾患臨床研究推進委員会にて、承認された後、研究開始時に必要な経

費を事前配分する。 

③ その後、研究の進捗により必要な物品経費が発生した場合は、事務局に

連絡し、次年度の予算見積書に反映する。 

④ 研究費は、1課題あたり年間 50万円を上限とする。 

⑤ 採択課題への研究費支払い先は、原則として研究者の所属する施設の

口座に振り込み、所属施設の委任経理に移譲管理してもらう。 

⑥ 研究者の個人口座への振込の場合は施設での委任経理に移譲した証拠

書類を提出する。 

⑦ 研究者は、研究費の振込確認後、受領書あるいは領収書を学会あてに

発行する。 

⑧ 研究者は毎年 10月末までに、収支報告書を領収書とともに理事長およ

び膵疾患臨床研究推進委員会委員長に提出する。 

 

(研究期間) 

第６条 

研究期間は原則 3年以内とするが、延長の必要な場合には、1年ごとの期間延長

が可能である。研究期間の延長など、やむを得ず研究計画書を修正変更する際

（施設や研究者追加・変更など研究計画書の主たる内容以外の変更は除く、ただ

し年に一度の報告書に記載する）は事前に事務局に報告し、膵疾患臨床研究推進

委員会からの許可を得る。膵疾患臨床研究推進委員会委員長に研究が終了する

まで毎年 10月末までに提出する報告書とともに、延長にかかる理由書を提出す

る。延長期間の配分費に関しては、膵疾患臨床研究推進委員会委員長が決定し、

理事会の承認を得なければならない。延長期間の延長により試験遂行の可能性

が低いと考えられた場合、膵疾患臨床研究推進委員会により中止を勧告するこ

とがある。当初の研究期間の計画として 3 年間を超える前向き研究やそれに該

当する研究において、研究代表者の要望がある場合、毎年委員会で討議の上研究

費の追加補助の要否を検討する。進捗状況が良好で完遂可能であることが確認

された場合、追加補助の上限は年間 50万円、最長 3年間とする。 

 



(データ管理) 

第７条 

プロジェクト研究のための症例集積のデータは、責任者が管理し、データ解析 

を担当するものとする。また、守秘義務契約書を交わした上で、責任者は症例

集積対象施設リスト（施設名、第一連絡担当者氏名とその Emailアドレス）を

保有することができる。ただし、プロジェクト研究のための症例集積データは

本学会に属するものとし、責任者および共同研究者が同プロジェクト研究以外

の目的で二次使用する際は、本学会倫理委員会に申請し了承を得なければなら

ない。 

 

(倫理委員会への申請) 

第８条 

責任者は、所属施設での倫理委員会に申請し承認を得るものとする。 

 

 (活動の経過と成果の報告) 

第９条 

① 研究者は、研究終了まで毎年 10月末に研究進捗状況を膵疾患臨床研究推進

委員会委員長に報告する。 

② 研究者は、研究期間最終年の 10月末までに理事長および膵疾患臨床研究推

進委員会委員長に活動経過と成果を研究成果報告書として提出する。さら

に、日本膵臓学会で発表する。 

③ 学会会長は本研究発表のセッションを設けることとする。 

④ 論文発表については、研究成果に見合った国際誌を膵疾患臨床研究推進委

員会で審議の上、決定する。また、論文報告や学会発表には、「本研究

は、一般社団法人 日本膵臓学会によって評価採用された臨床研究である」

等を記載する。 

 

（Authorshipについて） 

第１０条 

① 原則、研究申請者を第一著者とし、第二著者以降は登録症例数の多い順番

に各 1名の氏名を記載する。その他、膵疾患臨床研究推進委員会の担当委

員も著者とする。 



・ 著者数限定のない雑誌；研究に大きく寄与した若干名に加えて

Authorshipを JPS collaborativeとして一括登録する。 

・ 著者数限定のある雑誌；委員長が各プロジェクト研究の担当委員を 1-3

名指名し、プロジェクト委員会からの authorshipとする。 

② 論文責任著者（Corresponding author） は、膵疾患推進委員会委員長、ま

たは、その研究を発案・企画した申請者の指導者とする。 

③ 学会理事長は、学会会員を代表することにより著者とする。 

 

異なる記載になる際は、膵疾患臨床研究推進委員会の討議を経て、委員長の承

諾を得ることとする。 

 

(審査員利害関係の排除)  

第１１条 

上記第 3条に記されたプロジェクト研究の審査員が、プロジェクト研究責任者

ならびに分担者である場合、その研究課題に対して審査を行うことはできない

が、プロジェクト研究審査委員会には参加できる。 

 

(規程変更) 

第１２条 

本規程は、理事会の議を経て変更することができる。 

 

附則 

この規程は、平成 30年 7月 16日から施行する。 

この規程は、令和 2年 8月 1日から一部改正の上施行する。 

この規程は、令和 2年 12月 10日から一部改正の上施行する。 

この規程は、令和 3年 4月 26日から一部改正の上施行する。 

この規定は、令和 4年 5月 9日から一部改正の上施行する。 

この規定は、令和 4年 12月 5日から一部改正の上施行する。 

この規定は、令和 5年 10月 10日から一部改正の上施行する。 

この規定は、令和 7年 2月 26日から一部改正の上施行する。 

この規定は、令和 7年 12月 22日から一部改正の上施行する。 

 


